
証券コード　7778

平成30年６月11日

株　主　各　位
愛媛県松山市空港通一丁目８番16号

株 式 会 社 ア ド メ テ ッ ク
代表取締役社長 古　川　登志夫

第15回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
　さて、当社第15回定時株主総会を下記の通り開催いたしますの
で、ご出席くださいますようご通知申し上げます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができま
すので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使
書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成30年６月27日（水曜日）午後
５時までに到着するようご送付くださいますようお願い申し上げます。

敬　具
記

1． 日 時 平成30年６月28日（木曜日）午前11時00分
2． 場 所 愛媛県松山市空港通一丁目８番16号

えざき本社ビル　５階
3． 目 的 事 項

報 告 事 項   第15期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）事業
　報告の内容報告の件

決 議 事 項
第１号議案 第15期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）計算

書類承認の件
第２号議案 募集株式の募集事項の決定を取締役会に委任する件
第３号議案 当社の社外顧問、社外協力者に対し発行する新株予約権の募

集事項の決定を取締役会に委任する件
第４号議案 定款一部変更の件
第５号議案
第６号議案

取締役４名選任の件
監査役１名選任の件

第７号議案 補欠監査役１名選任の件

以　上

◎　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提
出くださいますようお願い申し上げます。

◎　株主総会参考書類、事業報告及び計算書類に修正が生じた場合は、インター
ネット上の当社ウェブサイト（http://www.admetech.co.jp）に掲載させてい
ただきます。
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（添付書類）

事 業 報 告

(平成29年４月１日から
平成30年３月31日まで)

1.　会社の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

　当事業年度におけるわが国経済は、緩やかな景気回復基調が続き、世界経

済においても地政学的な先行き不透明感はあるものの緩やかな景気拡大が続

きました。

　一方、当社が業を営む医療ライフサイエンス業界、とくに癌治療の分野に

おいては、従来の医薬品とは作用機序の異なる免疫チェックポイント阻害剤

の有効性が明らかとなり、薬価の問題はあるにせよ、世間が免疫治療に注目

する絶好の機会となりました。温熱と免疫併用の治療効果は学会でも従来か

ら認められており、当社の熱機器も併用療法による臨床研究で顕著な成績を

収めております。

　　このような状況の下、当社は当該医療機器の早急な認可を目指し、日本国

　　内及び海外での臨床開発や研究開発に鋭意取り組んでまいりました。その結

　　果、昨年9月にウクライナで医療機器の認可を得ることが出来ました。

　これらの結果、売上高は8,793千円（前年度同期比93.8％増）、営業損失は

78,212千円（前年同期は営業損失71,196千円）、経常損失は80,892千円（前

年同期は経常損失70,613千円）、当期純損失は81,489千円（前年同期は当期

純損失70,944千円）となりました。

(2) 設備投資の状況

　該当事項はありません。

(3) 資金調達の状況

　当社は、第三者割当増資及び株主割当により新株式を発行し41,882千円の

資金調達を行いました。

(4) 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

　該当事項はありません。
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(5) 他の会社の事業の譲受けの状況

　該当事項はありません。

(6) 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の

状況

　該当事項はありません。

(7) 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

　該当事項はありません。

(8) 対処すべき課題

①　人材の確保及び人材育成について

　当社は、企業価値向上のため常に他社より先行する技術開発体制を拡充

するほか、海外展開のための人材を確保・育成することも必須と考えてお

ります。このため今後も外部から現地経験のある有能な人材を顧問などに

積極的に登用し、また産学官連携等の外部との関係もこれまで以上に緊密

化してまいります。

②　事業資金確保について

　当社は、開発や臨床研究等のための資金需要が増加しております。その

ため、必要に応じて、金融・資本市場からの資金調達を実施することによ

り、当社の財務基盤の充実を図ってまいります。

(9) 財産及び損益の状況の推移

期　別

区　分

第12期

平成27年３月期

第13期

平成28年３月期

第14期

平成29年３月期

第15期
(当事業年度)
平成30年３月期

売 上 高(千円) 16,400 15,204 4,535 8,793

経 常 損 失(千円) 105,075 73,830 70,613 80,892

当 期 純 損 失(千円) 105,696 74,355 70,944 81,489

１株当たり当期純損失 (円) 39.78 21.49 18.62 18.74

総 資 産(千円) 151,998 110,131 88,598 101,447

純 資 産(千円) 107,831 73,703 47,748 62,186

（注）1.　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

2.　１株当たり当期純損失は期中平均発行済株式数により、算出しております。
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(10) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社との関係

　該当事項はありません。

②　重要な子会社等の状況

　該当事項はありません。

③　その他の重要な事項

　該当事項はありません。

(11) 主要な事業内容

　当社は、医療機器の研究開発を主たる業務としております。

(12) 主要な事業所等

名 称 所 在 地

本 社 愛媛県松山市

東 京 支 店 東京都中央区

東 京 事 業 所 千葉県船橋市

(13) 従業員の状況

従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

３名 増減なし 45.8歳 6.7年

（注）　従業員数には、臨時従業員（派遣社員を含む）を含んでおりません。

(14) 主要な借入先

借 入 先 借　 入　 金　 残　 高（千円）

株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫 30,000

株 式 会 社 愛 媛 銀 行 2,318

(15) その他会社の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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2.　会社の株式に関する事項

(1) 発行可能株式総数 8,000,000株

(2) 発行済株式の総数 5,226,437株

(3) 株主数 80名

(4) 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

古 川 令 治 870,750株 16.66％

飯 塚 哲 哉 705,000株 13.49％

F A コ ン サ ル テ ィ ン グ 株 式 会 社 405,000株 7.75％

加 賀 電 子 株 式 会 社 300,000株 5.74％

中 住 慎 一 298,500株 5.71％

株 式 会 社 キ ャ ム コ 257,250株 4.92％

投資事業有限責任組合えひめベンチャーファ
ン ド 2 0 1 3 　 無 限 責 任 組 合 員
フューチャーベンチャーキャピタル株式会

246,500株 4.72％

マーチャント・バンカーズ株式会社 215,000株 4.11％

クールジャパン投資事業有限責任組合
無 限 責 任 組 合 員
株 式 会 社 ﾁ ｰ ﾑ ｸ ｰ ﾙ ｼ ﾞ ｬ ﾊ ﾟ ﾝ

200,000株 3.83％

ア ー ト ポ ー ト イ ン ベ ス ト 株 式 会 社 175,000株 3.35％

(5) その他株式に関する重要な事項

①　平成29年５月30日付で第三者割当の方法により、発行済株式の総数が

64,500株、資本金及び資本準備金がそれぞれ4,998,750円増加しておりま

す。

②　平成29年12月28日付で株主割当の方法により、発行済株式の総数が

1,094,379株、資本金及び資本準備金がそれぞれ10,943,790円増加してお

ります。
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③　平成30年２月８日付で第三者割当の方法により、発行済株式の総数が

64,500株、資本金及び資本準備金がそれぞれ4,998,750円増加しておりま

す。

3.　会社の新株予約権等に関する事項

(1) 当事業年度末日に当社役員が保有する新株予約権等の状況

新株予約権を保有する役員の氏名 保 有 す る 新 株 予 約 権 の 個 数

中 住 慎 一 1,000個

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として当社従業員等に交付した新株予約権

等の状況

新株予約権を保有する当社従業員 保 有 す る 新 株 予 約 権 の 個 数

従 業 員 4 名 500個

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項

　当社役員が保有する新株予約権は他の一般的な新株予約権と違い、有償で

の発行であること、及び株価に責任を負う意味から、株価に対する条件を設

定しております。

　詳しくは有価証券報告書をご参照下さい。

4.　会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の氏名等

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 会 長 中 住 慎 一

代 表 取 締 役 社 長 古 　 川 　 登 志 夫

取 締 役 岡 橋 龍 也 株式会社梁峰　代表取締役

監 査 役 北 川 貴 史 弁護士

（注）1.　監査役北川貴史氏は、社外監査役であります。

2.　当事業年度中の取締役及び監査役の異動は次の通りであります。

　　就任

　平成29年６月28日開催の第14回定時株主総会において、中住慎一氏、古川

登志夫氏及び岡橋龍也氏は取締役に、また北川貴史氏は監査役にそれぞれ選

任され就任いたしました。前監査役大西聡一氏は、一身上の都合により辞任

いたしました。
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(2) 取締役及び監査役の報酬等の額

当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額

取締役 ３名 7,092千円（うち社外取締役１名 ―千円）

監査役 ２名 600千円（うち社外監査役２名 600千円）

（注）　金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(3) 社外役員に関する事項

①　重要な兼職先と当社との関係

　該当事項はございません。

②　主要取引先等特定関係事業者との関係

　該当事項はございません。

③　当事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

社外監査役 北 川 貴 史

社外監査役として在任中、当事業年度開催の取締

役会には16回中15回出席し、弁護士の立場から、

疑問点等を明らかにするため適宜質問し、適切な

意見を述べております。
 

（注）　会社法第370条に定める取締役会の決議の省略を適用した取締役会の回数は除い

ております。

④　責任限定契約の内容の概要

　当社と社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第427条第１項の規定

に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結して

おります。当該契約に基づく賠償の限度額は、会社法第425条第１項に定め

る 低責任限度額としております。
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貸 借 対 照 表

（平成30年３月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品

前 払 費 用

未 収 入 金

未 収 消 費 税 等

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

車 両 運 搬 具

投資その他の資産

出 資 金

差 入 保 証 金

100,942

82,190

1,101

13,511

422

0

3,717

504

0

0

504

10

494

流 動 負 債 8,946

買 掛 金 297

１年内返済予定の長期借入金 2,004

未 払 金 3,700

未 払 費 用 394

預 り 金 851

未 払 法 人 税 等
1,698

固 定 負 債 30,314

長 期 借 入 金 30,314

負 債 合 計 39,260

純 資 産 の 部

株 主 資 本 56,652

資 本 金 197,415

資 本 剰 余 金 248,537

資 本 準 備 金 248,537

利 益 剰 余 金 △437,970

その他利益剰余金 △437,970

繰越利益剰余金 △437,970

新 株 予 約 権 5,534

純 資 産 合 計 62,186

資 産 合 計 101,447 負債及び純資産合計 101,447

（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

(平成29年４月１日から
平成30年３月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 8,793

売 上 原 価 4,507

売 上 総 利 益 4,286

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 82,498

営 業 損 失 △78,212

営 業 外 収 益 11

受 取 利 息 0

雑 収 入 10

営 業 外 費 用 2,690

支 払 利 息 364

雑 損 失 2,326

経 常 損 失 △80,892

税 引 前 当 期 純 損 失 △80,892

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 596

当 期 純 損 失 △81,489

（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 9 －

損益計算書



株主資本等変動計算書

(平成29年４月１日から
平成30年３月31日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

新 株
予 約 権

純 資 産
合 計資 本 金

新 株 式
申 込
証 拠 金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合 計資 本

準 備 金

資 本
剰 余 金
合 計

そ の 他
利 益
剰 余 金 利 益

剰 余 金
合 計繰 越

利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 176,473 ― 227,596 227,596 △356,481 △356,481 47,588 160 47,748

当 期 変 動 額

新株の発行 20,941 20,941 20,941 ― ― 41,882 ― 41,882

新 株 式 申 込
証拠金の払込

48,670

当期純損失 ― ― ― △81,489 △81,489 △81,489 ― △81,489

株主資本以外の
項目の当期変動
額 ( 純 額 )

5,374 5,374

当期変動額合計 20,941 48,670 20,941 20,941 △81,489 △81,489 9,063 5,374 14,437

当 期 末 残 高 197,415 48,670 248,537 248,537 △437,970 △437,970 56,652 5,534 62,186

（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

1.　重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品　個別法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切り下

げの方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）　　　定率法

　なお、主な耐用年数は以下の通りであります。

車両運搬具　２年

(3) 繰延資産の処理方法

株式交付費

　株式交付費は支出時に全額費用処理しています。

(4) 引当金の計上基準

貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額

を計上しております。

(5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

2.　貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 618千円

3.　損益計算書に関する注記

(1) 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

給料手当 15,668千円

支払報酬 15,229千円

研究開発費 12,692千円

　販売費に属する費用のおおよその割合は８％、一般管理費に属する費用のおおよそ

の割合は92％であります。

(2) 研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費 12,692千円
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4.　株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度の末日における発行済株式の数

普通株式 5,226,437株

(2) 当事業年度の末日における新株予約権の目的となる株式の数

普通株式 218,500株

5.　税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

繰延税金資産

　繰越欠損金 182,231千円

　新株予約権 1,649千円

減価償却超過額 1,454千円

その他 322千円

繰延税金資産小計 185,658千円

評価性引当額 △185,658千円

繰延税金資産合計 ―千円

6.　金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針

　当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達について

は銀行等の金融機関からの借入及び新株発行による方針であります。また、デリバ

ティブ取引に関しては行わない方針であります。

②　金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。

　営業債務である買掛金等は、そのほとんどが３ヶ月以内の支払期日であります。

③　金融商品に係るリスク管理体制

a.　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　営業債権は売掛金等については、経常的に発生しており、担当者が、所定の手

続きに従い、債権回収の状況を定期的にモニタリングを行い、支払遅延の早期把

握や回収リスクの軽減を図っております。

　特に金額等の重要性が高い取引については、取締役会において、取引実行の決

定や回収状況の報告などを行います。

b.　市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

　該当事項はありません。

c.　資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）

の管理

　買掛金及び未払金については月次単位での支払予定を把握するとともに、手元

流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
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④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合

理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を

織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動す

ることがあります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

　平成30年３月31日現在における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次の

とおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含ま

れておりません。

貸借対照表計上額
（千円）

時 価
（千円）

差 額
（千円）

(1) 現 金 及 び 預 金 82,190 82,190 ―

(2) 売 掛 金 1,101 1,101 ―

資 産 計 83,291 83,291 ―

(1) 買 掛 金 297 297 ―

(2) 未 払 金 3,700 3,700 ―

(3) 長 期 借 入 金
(１年内返済予定を含む)

32,318 32,219 △98

負 債 計 36,315 36,217 △98

（注）　金融商品の時価の算定方法

資　産

(1) 現金及び預金、(2) 売掛金

　短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当

該帳簿価額によっております。

負　債

(1) 買掛金、(2) 未払金

　短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当

該帳簿価額によっております。

(3) 長期借入金（１年内返済予定を含む）

　長期借入金の時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に

想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
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7.　関連当事者との取引に関する注記

種 類
会社等の
名称又は
氏 名

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又 は 職 業

議 決 権 等
の 所 有
(被所有 )
割合（％）

関連当事者
と の 関 係

取引の内容
取引金額
（千円）

科 目
期末残高
（千円）

主 要
株 主

古川令治 東京都 ― 　　　―
(被所有)
直接

16.66
増資引受 増資引受 25,370 ― ―

種 類
会社等の
名称又は
氏 名

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又 は 職 業

議 決 権 等
の 所 有
(被所有 )
割合（％）

関連当事者
と の 関 係

取引の内容
取引金額
（千円）

科 目
期末残高
（千円）

主 要
株 主
が 議
決 権
の 過
半 数
を 自
己 の
計 算
に お
い て
所 有
し て
い る
会 社
及 び
子 会
社

FAｺﾝｻﾙﾃｨ
ﾝ ｸ ﾞ 株式
会 社

東京都 91 不動産業
(被所有)
直接

7.75

医療ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

及び
増資引受

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ
業務

2,777 ― ―

増資引受 2,700 ― ―

株式会社
ｶﾗﾀﾞｶｶﾞｸ
研 究 所

東京都 ―
ｽﾎﾟｰﾂ施設
運営

　　― 理学療法機
器の販売

理学療法機
器の販売

1,100 売掛金 　759

（注）1.　取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれてお

ります。

2.　取引条件及び取引条件の決定方針等

　　上記各社へのｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ業務及び製品販売については、市場価格を参考に決定し

ております。

8.　１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 1円53銭

１株当たり当期純損失 △18円74銭

9.　継続企業の前提に関する注記

　当社は当会計期間において営業損失78,212千円、経常損失80,892千円、当期純損失

81,489千円を計上しており、また営業活動によるキャッシュ・フローにおいても80,260

千円のマイナスを計上しております。これにより、継続企業の前提に重要な疑義を生じ

させるような状況が存在しております。

　当該状況は、当社が研究開発段階にあり収益獲得に至っていないこと及び研究開発・

臨床開発のための資金を要することに起因するものであり、当該状況を解消するために
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次の施策を講じております。

①　損益状況

　当社は、継続的な営業損益、経常損益、中間純損益のマイナスを計上しております。

　一方で、当会計期間においてウクライナでのAMTC300Bの医療機器としての認可、

ISO13485等の取得作業は、おおよそ計画通り順調に遂行しました。

　当社は小規模組織であり固定費の負担が少ないことから、ヒト向けの医療機器の実

用化とともに損益が黒字となる見通しとなっています。
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②　資金繰り

　当社は、営業活動によるキャッシュ・フローについて、マイナスを計上しており、

これは主に固定費及び研究開発活動に要する資金の支出によるものです。

　当社は小規模組織であることから、年間の固定費は約70,000千円であり、増資を行

わない場合でも向こう１年間の資金繰りの懸念はありません。

　一方、研究開発活動は当社事業の成長のためには欠かせないものであり、その必要

資金を確保するため、平成30年６月28日に開催する第15期定時株主総会において、今

期内の第三者割当による募集株式の発行枠（募集株式の数の上限は2,000,000株、払込

金額の下限は１株につき金155円）の決議について付議することを予定しております。

　今後とも、研究開発や臨床試験等の状況を踏まえつつ、適時な資金調達を実現でき

るように投資者からの理解を得られるような適切な事業内容の開示に努めてまいりま

す。

　しかしながら、研究開発活動の促進を図るうえで必要な資金確保について、第三者

割当増資の引受先の方針等に依存するため、現時点においては継続企業の前提に関す

る重要な不確実性が認められます。

　なお、計算書類は継続企業を前提として作成しており、このような継続企業の前提に

関する重要な不確実性の影響を計算書類には反映しておりません。

10. 重要な後発事象

①　第三者割当による新株式の発行

　平成30年３月12日開催の取締役会において第三者割当による新株式の発行をするこ

とにつき決議いたしました。なお、当該増資は平成30年３月23日付で払込みを受けて

います。

払込期日 平成30年４月２日

発行株式の種類及び数 普通株式314,000株

発行価額 １株につき155円

発行価額の総額 48,670千円

増加する資本金及び資本準備金

増加する資本金 １株につき77.5円

増加する資本準備金 １株につき77.5円

資本組入額の総額 24,335千円

割当先及び割当株式数 株式会社キャムコ　314,000株

資金の使途 臨床開発資金・海外での臨床研究費用
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監査役の監査報告書　謄本

監　査　報　告　書

　監査役は、平成29年４月１日から平成30年３月31日までの第15期事業年度

の取締役の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果につき以下の

とおり報告いたします。

1.　監査の方法及びその内容

　監査役は、取締役及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査

の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取

締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応

じて説明を求め、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調

査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及び

その附属明細書について検討いたしました。

　さらに、会計帳簿またはこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度

に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個

別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

2.　監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。

二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違

反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　計算書類及びその附属明細書は、会社の財産及び損益の状況をすべて

の重要な点において適正に表示しているものと認めます。

平成30年５月25日

株式会社アドメテック

監 査 役 北 川 貴 史 

以　上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　第15期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）計算書類承

認の件

　第15期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）計算書類について、ご

審議及びご承認を賜りたいと存じます。

第２号議案　募集株式の募集事項の決定を取締役会に委任する件

　会社法第199条及び第200条の規定に基づき、第三者割当による募集株式の発行

に関し、次のとおり特に有利な金額で募集事項の決定を当社取締役会に委任する

ことにつき、ご承認をお願いするものです。

1.　募集株式の内容

(1) 募集株式の種類 普通株式

(2) 募集株式の数の上限 2,000,000株を上限とする。

(3) 払込金額の下限 １株につき金155円を下限とする。

(4) 募集方法 第三者割当によるものとする。

(5) 募集事項の決定の委任 上記に定めるもののほか、募集株式の募集事項及

び割当てに関する細目事項については、当社取締

役会決議により決定する。

2.　募集株式を引き受ける者に対して特に有利な払込金額で募集株式の発行をす

る理由

　本募集株式の発行は、当社が行う低温焼灼法による難治癌治療機器に関する

研究開発費用の確保及び、ウクライナで認可取得したAMTC300Ｂの製造費用の確

保を図るため、第三者割当による資金調達を行うものです。

　本募集株式の発行にかかる払込金額につきましては、当社株式の客観的な値

である市場価格を基準に決定したものであり、日本証券業協会の「第三者割当

増資の取扱いに関する指針」に準拠しておりますが、特に有利な金額に当たる

可能性もあるため、本株主総会において、株主の皆様によるご承認をお願いす

るものです。
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第３号議案　当社の社外顧問、社外協力者に対し発行する新株予約権の募集事項

の決定を当社取締役会に委任する件

　会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の社外顧問、社外協

力者に対して発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任するこ

とにつきご承認をお願いするものであります。

Ⅰ．特に有利な条件で新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする

理由

　当社の社外顧問及び外部協力者との関係を強固なものとすることにより、当

社の企業価値を高め、より一層株主の皆様の利益を重視した業務展開を図るこ

とを目的として、社外顧問及び外部協力者に対し無償で発行いたしたく存じま

す。

Ⅱ．新株予約権の発行要領

1.　募集新株予約権の数

　2,000個を上限として、当社取締役会が定める。

2.　募集新株予約権の払込金額

　新株予約権と引換えに払込みを要しない。

3.　募集新株予約権の割当日

　新株予約権発行の株主総会決議の日から１年以内の範囲で、当社取締役会

が定める。

4.　募集新株予約権の内容

(1) 新株予約権の目的である株式の種類および数

　新株予約権の目的である株式の種類及び数は当社普通株式200,000株と

し、募集新株予約権１個あたりの目的である株式の数（以下「付与株式数」

という。）は、100株とする。

　なお、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、未行使の

新株予約権の付与株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果を

生じる１株未満の株式は、これを切り捨てる。

調整後目的株式数＝調整前目的株式数×分割・併合の比率
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(2) 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法

　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定さ

れる新株予約権行使に際して払込みをすべき１株あたりの金額（以下「行

使価額」という。）に、付与株式数を乗じた金額とする。

　行使価額は、本新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日（取

引が成立していない日を除く。）におけるTOKYO PRO Marketにおける当社

普通株式の終値の平均値とする。ただし、その価額が本新株予約権の割当

日の終値（取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値）

を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。

　なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う

場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切

り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
1

分割（または併合）の比率

　また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回

る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使

に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の

移転の場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１

円未満の端数は切り上げる。

既発行
株式数

＋

新規発行
株 式 数

×
１株あたり
払 込 金 額

調 整 後
行使価額

＝
調 整 前
行使価額

×
新規発行前の１株あたりの時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

　なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる

発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、

また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行

株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

　さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する

場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整

を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を

行うことができるものとする。

－ 20 －

当社の社外顧問、社外協力者に対して発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任する議案



(3) 新株予約権を行使することができる期間

　  本新株予約権を行使することができる期間は、新株予約権の割当日の

翌日を始期として10年間とする。

(4) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①　本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本

金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限

度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が生じたとき

は、その端数を切り上げるものとする。

②　本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本

準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める

増加する資本金の額を減じた額とする。

(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による

承認を要するものとする。

(6) 新株予約権の行使の条件

①　新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社と契約関

係または協力関係にあることを要する。ただし、当社取締役会が認めた

場合は、この限りではない。

②　新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

③　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点にお

ける授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使

を行うことはできない。

④　各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

5.　新株予約権の取得に関する事項

(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割につい

ての分割契契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交

換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認（株主総会の承認を

要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役

会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得する

ことができる。

(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記4.(6)に定める規定により本新

株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得

することができる。
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当社の社外顧問、社外協力者に対して発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任する議案



6.　組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新

設分割、株式交換または株式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」

という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者

に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに

掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の

条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再

編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸

収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定め

た場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

　新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

　組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記4.(1)に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織

再編行為の条件等を勘案のうえ、上記4.(2)で定められる行使価額を調整し

て得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約

権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

　上記4.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、

いずれか遅い日から上記4.(3)に定める行使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及

び資本準備金に関する事項

　上記4.(4)に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議によ

る承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

　上記4.(6)に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

　上記5に準じて決定する。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

－ 22 －

当社の社外顧問、社外協力者に対して発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任する議案



7.　新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項

　当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。

8.　新株予約権に関するその他の事項

　本新株予約権に関するその他の事項については、別途開催される取締役会

の決議において定めるものとする。

－ 23 －

当社の社外顧問、社外協力者に対して発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任する議案



第４号議案　定款一部変更の件

１.　提案理由

　当社は、今後の株式増資に備え、定款第６条の発行可能株式総数を増加いたし

たく存じます。

２.定款変更の内容

変更内容は、次の通りであります。下線部分は変更箇所を示しております。

　　　　　　現　行　定　款 　　　　　　　変　更　案

第6条　当会社の発行可能株式総数は、
8,000,000株とする。

第6条　当会社の発行可能株式総数は、
16,000,000株とする。

第５号議案　取締役４名選任の件

　取締役３名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、これに伴い

取締役４名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次の通りであります。

候補者１

氏名 古　川　登志夫 ふるかわ　としお 生年月日 昭和30年10月28日

所有当社株式数 　　　　　　　－

現任 株式会社アドメテック

代表取締役社長

略歴 昭和54年３月　大阪大学基礎工学部生物工学科　卒業

昭和54年４月　シャープ株式会社　入社

平成27年10月　FAコンサルティング株式会社　執行役員副社長就任

平成27年11月　株式会社アドメテック　執行役員副社長就任

平成28年６月　株式会社アドメテック　代表取締役社長就任（現任）

候補者２

氏名 中 住 慎 一 なかずみ　しんいち 生年月日 昭和33年３月23日

所有当社株式数 　　　　298,500株

現任 株式会社アドメテック

代表取締役会長

略歴 昭和56年４月　同志社大学工学部機械工学科　卒業

昭和63年４月　三浦工業株式会社　入社

平成14年５月　有限会社アイランドエンジニアリング　設立

平成16年４月　愛媛大学地域共同研究センター　客員教授就任

平成16年10月　株式会社アドメテック入社　代表取締役就任

平成28年６月　株式会社アドメテック　代表取締役会長就任（現任）

－ 24 －

当社の社外顧問、社外協力者に対して発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任する議案、取締
役選任議案



候補者３

氏名 岡 橋 龍 也 おかはし　りゅうや 生年月日 昭和34年９月３日

所有当社株式数 　　　　　　　　－

現任 株式会社アドメテック

取締役

略歴 昭和56年３月　日本大学法学部政治経済法律学科　卒業

昭和56年４月　積水化学工業株式会社　入社

平成８年４月　北野建設株式会社　入社

平成18年４月　多田建設株式会社　入社

平成26年４月　株式会社梁峰設立　代表取締役（現任）

平成27年６月　株式会社アドメテック　取締役就任（現任）

候補者４

氏名 松 島 敬 尚 まつしま　よしたか 生年月日 昭和45年６月７日

所有当社株式数 　　　　　　　　－

現任 株式会社日本リート　代表取締役社長

有限会社スパークル　取締役

株式会社Ｊ－ＬＵＸ　代表取締役社長

株式会社日本リートホールディングス　取締役

略歴 平成６年４月　株式会社タイトー　入社

平成13年２月　アセット・マネージャーズ株式会社　入社

平成13年９月　同社取締役就任

平成15年８月　アセット・インベスターズ株式会社　取締役就任

平成16年２月　株式会社日本リート　入社　代表取締役社長就任（現任）

平成20年６月　帝塚山ホールディングス株式会社　代表取締役就任

平成20年11月　北京大学東北アジア区域一体化研究センター理事就任

平成23年１月　株式会社サテライト名古屋　代表取締役就任

平成26年７月　有限会社スパークル　取締役就任（現任）

平成26年７月　株式会社Ｊ－ＬＵＸ　代表取締役社長就任（現任）

平成29年12月　株式会社日本リートホールディングス　取締役就任（現任）

（注）1.　各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2.　上記取締役候補者の所有する当社株式数は、平成30年３月31日現在のものであ

ります。

　　　3.　松島敬尚氏は社外取締役候補者であります。

　　　4.　社外取締役の選任理由について

　　　　　松島敬尚候補者は経営者としての経験と幅広い見識をもとに、客観的視点で経

営の監視を遂行するに適任であると判断し社外取締役候補者といたしました。

－ 25 －

取締役選任議案、監査役選任議案



　　　5.　当社は、松島敬尚候補者が社外取締役に就任された場合、会社法427条第1項の

規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する

予定であります。当該契約に基づく賠償の限度額は、会社法第425条第1項に定

める 低責任限度額といたします。

第６号議案　監査役１名選任の件

　監査役１名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、これに伴い

監査役１名の選任をお願いするものであります。

　監査役候補者は、次の通りであります。

氏名 北 川 貴 史 きたがわ　たかし 生年月日 昭和57年９月10日

現任 京浜法律事務所　弁護士

株式会社アドメテック社外監査役

略歴 平成17年３月　明治大学法学部　卒業

平成22年３月　駿河台大学法科大学院　卒業

平成23年12月　司法修習終了、西田法律事務所　入所

平成27年９月　京浜法律事務所　入所

平成29年６月　株式会社アドメテック　社外監査役（現任）

（注）　1.監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

　　　　2.当社は、北川貴史氏が社外監査役に就任された場合、会社法427条第1項の規定

に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定

であります。当該契約に基づく賠償の限度額は、会社法第425条第1項に定める

低責任限度額といたします。

－ 26 －

取締役選任議案、監査役選任議案



第７号議案　補欠監査役１名選任の件

　法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役１名

の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案の提出につきましては、監査役の同意を得ております。

　補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名 宮 川 博 之 みやがわ　ひろゆき 生年月日 昭和54年12月20日

現任 オプティマ・ベンチャーズ株式会社

代表取締役社長

略歴 平成14年３月　関西大学総合情報学部卒業

平成14年４月　フューチャーベンチャーキャピタル株式会社　入社

平成18年９月　同　愛媛事業所長就任

平成21年６月　株式会社アドメテック　取締役就任

平成28年６月　株式会社アドメテック　取締役退任

（注）1.　補欠監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

　　　2.　当社は、宮川博之氏が補欠監査役に就任された場合、会社法427条第1項の規定

に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定

であります。当該契約に基づく賠償の限度額は、会社法第425条第1項に定める

低責任限度額といたします。

以　上

－ 27 －

補欠監査役選任議案


